
 

ヒブワクチン、子宮頸がんワクチン、肺炎球菌ワクチン等の 

定期接種化を求める意見書 
 
 

現在、日本では、細菌性髄膜炎で毎年約１，０００人の乳幼児が発症し、患

者の２５％が後遺症に苦しみ、５％の尊い幼い命が失われている。こうした細

菌性髄膜炎を予防するヒブワクチンは、既に多くの国で定期予防接種され効果

を挙げている． 

また、子宮頸がんでは、毎年約３，５００人の女性が亡くなっているが、そ

の原因の約７割が、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）による感染とされ、こ

の発生を予防するワクチンについても既に多くの国で接種が開始され効果を挙

げている。 

なお、接種対象者は１０代前半が効果的とされており、義務教育期間中の女

子中学生に対する定期接種が行われることにより、子宮頸がんの発生を大きく

減少させることが期待できる。 

さらに、肺炎は日本で死亡原因の第４位となっているが、その背景には高齢

化の進行があり、６５歳を超えると肺炎による死亡率が急激に高くなる。この

ため、事前に肺炎の予防が可能な肺炎球菌ワクチンの接種の必要度は高い。 

また、小児の場合は、肺炎球菌によって引き起こされる重篤な感染症に、肺

炎、髄膜炎、菌血症などがあり、肺炎球菌感染のリスクを抑制するため予防接

種の必要性が高い。 

しかしながら、これら必要度の高いとされる予防ワクチンは、日本ではいず

れも任意接種のため公的支援が十分ではなく、予防接種の普及が進んでおらず、

一刻も早く予防接種法の定期接種対象疾患に位置づけるとともに、ワクチンの

安定した供給体制を確保することが必要となっている。 

よって、国においては、予防可能な病気で毎年多くの人が命を落とすことが

ないよう、必要な法律改正を行い、公的支援の対象とするとともにワクチンの

安定供給の方策を講じるよう求めるものである。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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